
市
民
の
意
思
を
把
握
す
る
た
め
の

住
民
投
票
は
常
設
型
に

嘉
麻
市
自
治
基
本
条
例

は
、
平
成

２‐
年
６
月
定
例

会
に
お
い
て
、
嘉
麻
市
の

基
本
理
念
及
び
基
本
原
則

を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も

に
、
市
民
の
権
利
及
び
責

務
並
び
に
議
会
　
市
長
等

の
役
割
及
び
責
務
を
定
め
、

市
民
が
主
体
の
自
治
の
実

現
を
図
る
た
め
提
案
さ
れ
、

議
員
全
員
に
よ
る
特
別
委

員
会
を
設
置
し
、
慎
重
に

審
査
を
行
い
ま
し
た
。

審
査
の
経
過
に
つ
き
ま

し
て
は
　
昨
年

１２
月
定
例

会
最
終
日
に
中
間
報
告

（議

会
だ
よ
り
１５
号
８
ベ
ー
ジ
）

を
行

い
、　
１２
月
定
例
会
以

降
は
、
第
９
章
か
ら
審
査

を
再
開
し
、
平
成
２２
年
６

月
２２
日
の
第
９
回
の
特
別

委
員
会
を
も

っ
て
全
て
の

条
文
の
審
査
は
終
了
し
ま

し
た
。

◆
委
員
か
ら
出
さ
れ
た

主
な
意
見

（中
間
報
告
以
降
）

（第
９
章
）

○
　
住
民
投
票
条
例
は
、

市
民
検
討
委
員
会
が
示
し

た
素
案
の
と
お
り
　
常
設

し
て
い
れ
ば
、
必
要
な
時

に
市
民
の
声
を
市
政

に
反

映
で
き
る
。

先
進
地
よ
り
優
れ
た
も

の
を
作
る
べ
き
だ
。

そ
の
理
由
は
、
自
治
基

本
条
例

の
素
案
が
出
来
上

が
る
の
に
１
年
半
、
そ
れ

を
執
行
部
が
３
カ
月
協
議
し
、

議
会
に
提
案
す
る
ま
で
に

合
わ
せ
て
約
２
年
を
要
し

て
い
る
し
、
市
長
の
提
案

す
る
原
案
で
は
、
住
民
投

票
条
例
を
制
定
し
て
、
そ

れ
か
ら
住
民
投
票
を
行
う

形
と
な
り
、
時
間
が
か
か

り
す
ぎ
る
。

（第
１１
章
）

○
　
自
治
推
進
委
員
会
の

組
織
構
成
は
、
識
見
者
３

人
以
内
、
公
共
的
団
体
等

が
推
薦
す
る
者
５
人
以
内
、

市
民
か
ら
の
公
募
４
人
以

内
だ
が
、
公
募
に
よ
る
委

員
の
配
分
が
少
な
い
の
で

は
な
い
か
。

○
　
自
治
推
進
委
員
会
に

は
、
公
共
的
団
体
か
ら
選

出
す
る
と

い
う
よ
り
、
今

ま
で
素
案
策
定
に
携
わ

っ

て
こ
ら
れ
た
策
定
委
員
会

の
方
々
に
参
加
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
よ
り
効
果
的
な

委
員
会
に
な
る
の
で
は
な

い
か
。

○
　
他
の
審
議
会
等
で
は

い
ま
だ
に
女
性
の
数
が
少

な

い
の
で
、
自
治
推
進
委

員
会
に
は
、
も

っ
と
女
性

が
入
れ
る
よ
う
な
方
策
を（

と

っ
て

ほ
し

い
。

◆
饉
黒
は

慎
重
に
審
査
を
行
な

っ

た
結
果
、
次

の
箇
所
に
関

す
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
、

修
正
案
の
と
お
り
修
正
可

決
し
ま
し
た
。

第
１１
条
　
事
業
者
の
責
務

第
１５
条
　
市
長
の
責
務

第
１６
条
　
市
の
役
割
及
び

貢
務

第
１８
条
　
審
議
会
等
の
運

営

第
３‐
条
　
学
校
と
地
域
と

の
連
携
協
力

第
３２
条
　
住
民
投
票
の
実

施

第
３９
条
　
委
員
会
の
組
織

等

常設理

住 民投票条例制 定 (済 )

↓

①有権者 50分の 1以 上
の請求

②議員 12分の 1以上の
発 議

↓

議 会 の議 決

↓

住 民投 票

非 常設型

① 有権者 50分の 工以
上 の請 求

②議員 12分 の 1以 上
の発議

③ 市長 自ら提案

↓

議会 の議決

↓

住 民投票条例制 定

↓

住 民投票

※非 常 設 型 で は必 ず 議 会 の議

決 を必 要 とします が、常設型 で

は、左 下 の① 、② の場合 、直接

住民投票 は必要 な時 に行 えるよう常設型に修正 しま した。

①市長自ら提案

②有権者 3分の 1を超える請求
(議決不要 )

議会だよりかまし(17号 )


